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旧優生保護法国家賠償請求訴訟に関する会見メモ 

 

平成３０（２０１８）年５月１７日 

 

第１ 訴状の要旨 

１ 当事者 

   原告：飯塚淳子（仮名）（宮城県在住 ７０代） 

   被告：国 

 

２ 請求根拠 

   国家賠償法１条１項に基づく損害賠償請求 

 

３ 本件被害状況 

   原告は，地元の中学に入学後，近くに住む民生委員から全く身に覚えの

ないことで犯罪者扱いされ，福祉事務所に報告された。その後，原告は，

知的障がいがないにもかかわらず，中学３年生から，仙台市内の知的障が

い児入所施設「社会福祉法人小松島学園」に入所させられた。 

原告は，中学卒業後，同施設の方針で仙台市内の職親に委託され，住み

込みで働くこととなった。職親の下では，その妻から虐待され続けた。 

原告は，１６歳の時，知的障がいがないにもかかわらず，宮城県精神薄

弱者更生相談所長から「精神薄弱者」等の判定を受け，職親の妻に宮城県

中央優生保護相談所附属診療所（当時）に連れて行かれ，不妊手術を受け

させられた。 

   原告は，手術後，身体の調子が悪くなり，毎月の生理の際は転げ回るほ

どの痛みがあった。就職した後も痛みのため仕事を休まざるを得ず，体力

が低下したこともあり仕事が長続きしなかった。 

原告は，卵管再開通手術が出来ないか病院に相談に行ったが，手術は困

難であった。 

その後，原告は，婚姻したが，子どもが出来ないこともあり，離婚せざ

るをえなかった。婚姻中，不妊手術が要因で子宮外妊娠し，手術により命

の危険にさらされたことがあった。また，子宮筋腫の手術を受けた際に優

生手術による癒着があったため，子宮及び左卵巣を摘出せざるを得なかっ

た。 

 

４ 国の責任 

厚生労働大臣の不作為及び立法の不作為（構成は第一次提訴と同旨）   

 

５ 損害 

   原告は，２０年以上に渡り，支援者からの支援を受けつつ一人で被害を

訴え続け，可能な限りマスコミの取材にも応じてきた。宮城県に優生手術
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の記録の開示を求め続けてきたが，原告の優生手術に関する重要な証拠は

廃棄されていた。厚労省に対しても謝罪と補償を求め続けてきたが，黙殺

され続けてきた。 

原告は，貧困のため学校に行けなかったことで勉強が遅れがちであった

ことから知的能力が低いと診断され，そのために民生委員から犯罪者扱い

され，施設に入所させられ，職親からも虐待され，優生手術を受けさせら

れた。そのため，子どもを産む機会のみならず結婚して円満な家庭生活を

継続する機会も奪われた。このような原告に対し何ら救済されないまま現

在に至っている。 

原告の精神的苦痛に対する慰謝料としては３５００万円を下らない。 

その他，本件における弁護士費用３５０万円。合計３８５０万円 

 

第２ 今後の活動予定 

 １ 全国一斉電話相談の実施 ２０１８年５月２１日（月） 

    宮城は１０時～１６時 

    電 話（宮城）：０２２－２６３－５６４１ 

    ＦＡＸ（宮城）：０２２－３９７－７９６１ 

 

 ２ 全国弁護団結成式（東京） 

日時：２０１８年５月２７日（日）１３時～１６時３０分 

    場所：ＡＰ東京八重洲通り１１階会議室Ｍ 

 

 ３ 第一次提訴の第２回口頭弁論期日 

２０１８年６月１３日（水）１３時３０分 

※報告集会は１４時３０分～ 場所は戦災復興記念館 

 

４ 市民団体と共同での市民集会開催予定 

   日時：２０１８年７月２８日（土）１３時～ 

   場所：東大駒場キャンパス 

   主催：優生手術に対する謝罪を求める会等 

   ３００人規模になる見込 

 

５ 全国の被害者・支援者との連携 

  

６ 地方議会，国会への働きかけ など 

 

【お問い合せ先】 

仙台市青葉区大町１丁目２番１号ライオンビル３階 宇都・山田法律事務所 

電話：０２２－３９７－７９６０ ＦＡＸ：０２２－３９７－７９６１ 

旧優生保護法弁護団 事務局 弁護士 山田いずみ 


